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はじめに

東 トルキスタン出土の古ウイグル語文献を保管する中国新彊地域の研究機関としては,吐魯

番地区博物館 (吐魯番)･新彊維吾爾自治区博物館 (烏魯木斉)が頭書される:筆者は,この両

博物館が所蔵する古ウイグル語世俗文書類を,本研究計画での調査対象とした.

従来,新彊を含め中国所在のウイグル語文献については,主に中国の研究者により研究が蓄

積されてきた.また梅村坦も長期間の中国滞在調査を通じて通覧と目録化を行ない,諸方を稗

益している [Umemura1990a;梅村 1990b;cf.梅村 1979,梅村 1981,梅村 1990C,梅村 1991].

その後も,中国側による新発現文書の将来と研究 ･公刊は継続されている.

ただし,解読国華な書体で記された世俗文書類を歴史研究の資料として活用する観点からい

えば,これまでの中国側研究者による校訂テキス トには原文書の実見に基づく再検討を要する

点が少なくないと,筆者は考えている.また,古文書学的情報や出土地点など歴史学的利用に

とって重要となる情報も,必ずしも充分に提示されているわけではない.今回の調査の対象と

したゆえんである.

もとより,諸々の制約から,筆者の調査はごく少数の古ウイグル語文献を対象とし,その調

査時間もごくわずかに限られたため,本稿もあくまで ｢簡報｣の域を出るものではない.しか

し,微細ながらも既知の知見に補訂すべき情報を得ることができたと考える.

なお,今回の調査に際しては,吐魯番地区博物館の李肖館長,新彊維吾爾自治区博物館の

Israpil(伊斯軽罪爾)館長,新彊師範大学の Abdubasir(阿不都拝斯爾)教授から多大のご支援

とご協力を頂戴した.特記して3氏に深甚の謝意を表するものである.

1.既公刊文書の再校訂

本節では,Israpil[1999a;1999b]により公刊された合計4点の文書について,原文書調査に基

づく再校訂案を提示する1.

(l)80TBI:535- Israpil1999a,文書A ;Israpi12001,No.47(3-15)

[文書内容]ブ ドウ園賃貸借契.

[備考]吐魯番地区博物館所蔵.所蔵番号から1980年にべゼクリク千仏洞から出土したものと

判明する.16.3Ⅹ13cm,上端 ･左端 (verso面の右端)完.半槽書体～半草書体.

1本稿における古代ウイグル語転写は SUK2の方式におおむね準拠し,その他の言語については慣用に

従 う･また Israpil[2001]は,文書 (1),(4)のローマ字転写と現代ウイグル語による訳註を含む.
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1 bieiny'l'lbi邑血eaytoquzyang'l'-qamangal

2 borluqkrgakbolupsantulunFl'basy'h-tal

3 -l'l'Yborluqh也ekt山eiikibi妻-ul

4 borluq-taTl ]y.1'ym 'l信一qayaqas'l'n(.)[

5 bu也ekBps曲報g-dabirshgarKWl

6 mantuvi(‥…)[ ]-qavarxar-tal

7 ktipkiineis也cvGg[

8 bitig-tLikiPl

9 tanuqalp(-)【

vlO buborluq[

vll as'1.Ybirlal

v12 biralpayut-1'birl

v13 bizyangrqam '1-葺J'1-Ytap'1'Y'1'birlatBkall

v14 borluq-nungt鵡ikargaksizyaqaqa l

v15 TW(..)LXbitigoI･

1 猿年第五月初 (旬の)九日に.私に (即ち) [- ･に]･･･-----･--･---･

2 ブ ドウ園が必要となって,サン ト論師のもと (-責任) [にある]-- - ----

3 のブ ドウ園を,3胡座巴,2bi加 ･･-.･･････- ･･-･･--.---･---･･---･

4 ブ ドウ園で･-･-･･集めたときに,その小作料を----･---･--- ----

5 この 3賓の [ブ ドウ渠]の代わりの一方の青い------------･---･-

6 私 tuvi(?)--------に寺院で･-･･--.･･- ･･-.･--I-･-･･-----

7 嚢の胡度巴 (入 りの?)ブ ドウ渠･･-･- i---･･-･･･-･.-･･-----･･--

8 証文にある-･----･-----･------･--･-･----･-･-･･･--･

9 立会人アルプ=--･-･-----･---･-･---･--･･-･---･-･----･

vlO このブ ドウ園-･------･日日-日---I-------･･---･･----･

vll利息とともに

vl2 1人の兵士-･--･･----･----･-･-----･--･-日日-------

vl3 私たちは新 しい葦 [園の奉]仕 とともに正しく-･-Ht--･---･-･--･---

vl4 ブ ドウ園の収穫物は必要ない.小作料にて (支払え(?)).

vl5 --文書である.

lrl,biein: Israpilに従 うが,yunt｢馬 (午)｣の可能性もある.

lr2a,santulunFI': 1unFl'<Chin.論師 [zieme1990,pp.135-136].Israpilは santu-1tq'l'と転写

して Sanh-1～San山1を地名 とみなすが,訂正すべき.
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lr2b,baFI'n-ta: 不明瞭ながら,Israpilのようにborluq｢ブ ドウ園｣と転写するのは無理･本

処では SUKMi18の用例を参考にした.あるいは ba叫 ｢～をはじめとする,～をいただく｣

の可能性もある.

lr3,屯ek屯nEiikibig-u: Israpilは kheiを Skt.kunciuameasureofcapacity (equaltoeight

handfuls)M[MW,p.287;cf.ibid.,p.283,kin-cid"～(oun)ofaparticularmeasure"]から借用された

量詞とみなすことを提案しつつも,断定は避けている.これは,後続のikibi2-u｢2..bi血｣とみ

えるbi血 (Israpilは bi圭を 1語とみる)を量詞 として的確に解釈できなかったからであろう.

ここで注 目すべきは,帳簿様のウイグル文書 Usp35にみえる yang'l'borluq-ni'ngbirktipknnei

bor･l･sat･l･p ｢新 しいブ ドウ園の 1聾の kheiのブ ドウ酒を売って｣という表現である2.やはり

ブ ドウ園で製造されるブ ドウ酒 と関連することからみて,この USp35の ktineiも,本文書の

ktineiと同一語 とみなしてよかろう.また Usp35では,kheiに後続する borが人称語尾 +'l'

を伴っているから,先行する kheiは borを直接に修飾する形容詞や計量単位ではないこと

となる.一方,ウイグル語医薬文献には quruTtiztim ｢干しブ ドウ｣と並んで在証される薬用

植物としての kheiの例があり,その訳註で Raclm atiは ｢トウアズキ (Abrusprecatorius);ニ

ゲラ (Nigellaindicia);コロ-,胡慮巴 (TTrigonellafoenum-graecum)｣の三様の可能性を併記して

いる [HeilkundeII,pp.4041405,435].ここでは,東部天山地域の植生に鑑みて,葉を食用とす

る胡座巴にあたるものと推測しておく3.これを配合する飲料が後続 して記されるべきであるが,

本処では省略されているのであろう.語註 lr7も参照せよ.なお,後続の bi血 については筆

者にも成案がない.示教を乞 う.

lr4,yYymi'g-qa: 本処では ｢集めたときに｣と訳したが,y'l'ym 'l通を人名 とみなすこともでき

る.

lr5a,屯さkGpsl'j卓也g: stietig｢ブ ドウ費 ;甘いブ ドウ酒｣[sUK2,p.283]は,語頭の S-の残

画しかみえないが,あえて推補する.語註 lr7を参照.

lr5b,birs'I'ngarKW: Uig.shgar の原義は ｢側,側面,片面 ;～の方に｣であるが,しばし

ば棉市 (b6Z)や絹布 (torqu)など,通貨的に使用される布烏の数量 ･規格を示す例が在証され

てお り,これを Rasclm annl1995,pp.46147]は ｢半分 (もの);(一対の)片方 (Halfte;einervon

einempaar)｣ と解釈 した4.本処の shgarも数詞 ｢1(bir)｣に後続 しているから,既知の用例と

同様に通貨 としての布烏 (棉布 ･絹布)に関係することは確実である.後続の KW-の再構案

としては,布南の色を示す k6k｢青｣か,あるいは素材を示す kむk｢毛織 (の)｣[DTS,p.329;

ED,p.741]を想定できよう.shgar そのものは,布烏など方形の物件の量詞とみて ｢方｣と試

訳しておく.未発表文献の用例 ともあわせ,別稿であらためて詳論 したい.

2 この k血eibori'を Radloff/Malovは kBeiborと転写して ｢強いブドウ酒 (starkenWein;sil'noe?vino)｣

と解釈しているが [Usp,pp.51,285],字形から明らかに訂正できる.
3 『中薬大辞典』第2巻,小学館,1998,pp.879-881,No.1779;『中国有用植物図鑑』虞川書店,1991,p.231.

4 っとに Hamiltonは,敦煙出土の PelliotOu'1'gour10(-MOTH35)に数詞に後続して在証される S'llngar
を ｢半分,0.5｣と数詞的に解釈した [MOTHI,pp.171-172].この Hamilton説と,S'llngarを布烏の規
格とみなす Raschmann説について,かつての拙評 [松井 1997,p.113]では即断を避けたが,その後筆
者が知り得た限り,ほとんどのウイグル語世俗文書では数詞としての ｢半,0.5｣は yar'llm という語で
示されるので,あらためて Ra5Chmann説を支持したい｡

51



lr7,kBpkhさis也報g: S也eBgの後半部はやはり破損しているが,すでに言及した ktineibor'l'

という USp35の在証例 [語註 lr3]を併せ考え,あえて推補した.

lr6,tuvi: 詳細不明.直前の man｢私｣の人名かもしれない.

lv12,alpaγut.I-: 字形は "P'XWTLY だが,-L-のフックの位置を誤ったものとみる.

lv13,qam詣rl'Y: qam'l'日華,産,アシ｣に接尾辞 +1'l'Yが接続した ｢産の生えているところ (沼

沢地),崖園｣の意.Israpilは ang-...とのみ転写して不明語としたが,x'MY-までは確実に

判読できるので,あえて推補する.SIKrI434(SPF所蔵,未発表),ot.Ry.1822(龍谷大学所

蔵,未発表)にも,この qam'l'Sl'l'Y～qam'l'引ayという語がブドウ園 (borluq)に関連して在証され

るからである.10世紀後半のマニ教寺院経営令規文書 (K7709103~104)からも,ブ ドウ園の運営

のために葦が調達 ･分配されていることがうかがえる [森安 1991,pp.48,91-92].

lv14: Israpilは本処を ｢葡萄園的果賓(?)不磨該頂替粗金｣と総訳する.おそらく,ブ ドウ

園所有者-貸主側が,収穫物 (ttiii)現物 (ブ ドウもしくはブ ドウ酒)ではなく通貨代替物で小

作料を支払 うことを求める文脈であろう.

lv15,TW(..)LXbitig: Israpil[1999a]は本処を ba宝bitig｢原本,原証文｣と解読したが,こ

れまで確認されている限り,ba菖bitigは土地 ･人身売買契約の ｢原本,原証文｣を意味し,質

貸借契に関して用いられた例はない [松井 2004,p.52;cf.松井 2005,p.29].原文書を実見し

たところ,やはり行頭語はba蓋と読むことはできない.おそらく接尾辞 +1'1'q｢～のための,～

用の｣または +l'l'Y｢～をもつ,～つきの｣[oTWF,2.77,2.91]によって構成された語と思われ

る.

(2)80TBI:528- Israpi11999a,文書B

[文書内容]おそらくは鷹狩に関係する公文書 [語註 2r5b参照].民間の契約文書であった可

能性はない [cHsrapi11999a,p.295].

[備考]吐魯番地区博物館所蔵.1980年べゼクリク千仏洞出土.

16.9x16.6cm,下端のみ完らしい.半梧書体で,西ウイグル時代に比定される.これは,大寸

の朱方印 (9.8Ⅹ8.8cm)の銘文からも支持される.この銘文は 1行 5字×4行で, ｢大福大口

髄/圃□□□下/頴干迦斯口/□□之賛印｣と解読でき,すでに確認されている西ウイグル

時代の｢大福大回髄/園中書門下/譲干迦斯諸/宰相之賛印｣印 (U5525+U5717)[森安 2000,

p.118]と同一の可能性が極めて高いからである.

[missing]

1 【

2 [

3 [

4 [

5 [

6 [

](.)Sangunbirlal ]

]LYsangun･qumarsangun

]bane-1'ilarslan

]turn.l'菖tiginSangun

]ki主ibirarqu菖･boreu

](.)qutluyarslanoyl'1'
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7 [ ](.)qas'1-birqu喜･shgqur

8 [ ](.)g也birqu主.

[前 映]

1 ---日･･--将軍とともに

2 ･-･-･-･--将軍 ･クマル将軍

3 ---･---･イナンチ,イル=アルスラン

4 -･-･----トクルミシュ=ティギン将軍

5 --･---･人が 1羽ずつの鷹,

6 ･-･----ク トルグ=アルスラン=オグリ

7 ･-･---カシが 1羽の鷹,シンクル

8 ･----･すべき 1羽の鷹

2r5a,ki葺i: kisi｢妻｣の可能性もある.

2r5b,qu葺: 本文書に頻見するこの ｢鳥｣[ED,p.670]を,Israpilは ｢賦税｣あるいは ｢罰物｣

と考えた.しかし筆者は,これらの ｢鳥｣は具体的には ｢鷹,猛禽類｣であり,おそらく本文

書は西ウイグル王国の遊牧支配層が開催する鷹狩 ･狩猟のために猛禽類を調達 ･準備すること

を命じた公文書であったと考えたい.文書中に言及されている諸人名も,それぞれ鷹匠 (qu菖e'l'<

qu三十e'l') 〔ED,p.671]の人名ではなかろうか.モンゴル時代に属する ChN 6851文書 (ベル

リン所蔵,未発表)にも Uig.qu喜e-1'｢鷹匠｣の在証例が確認される.

2r7,qas'I': 本処では人名であろう.

2r8,日(.)g屯: 動詞連体形とみなしたが,[Be]agu｢3人で｣,[t6r]tgu｢4人で｣,Pi主]agB｢5人

で｣と読む可能性も残る.

(3)FB:I-Israpil1999b,文書C(- Israpil1999b,文書A)

[文書内容]recto:書簡 ;verso:売買契.テキス ト映落のため売買物件は不明ながら,おそら

くは土地 ･人身であろう [語註 3v4,3v6参照].

[備考]上記の所蔵番号は Israpil論文では提示されていない.新彊文物考古所により 1993年

に交河故城の ｢西北小寺｣(FB 遺祉)で発掘されたもの.筆者の調査時点では,調査研究上

の経緯から Israpil氏のもとで管理されていたが,いずれは新彊文物考古所の管理下に戻され

るとのことであった.

20.9x16.7cm,紙色は Chamoisα-Beige,粗い漉き縞 (4/cm)のある中下質の紙.verso面

の第 1行から末行まではほぼ契約文書の書式を保ってお り,Recto面の書簡を断裁して二次利

用したことが判明する.Recto面は左端映 [語註 3rl参照],同一の朱方印 (6.8cm2) が左下

と右上の 2ヶ所に押されている.右上の朱印は第 8･9行間の紙縫に重ねて押されているか
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ら,本来の書簡は現存するより相当に長文だったことを推測させる.表裏 ともに半槽書体で

あり,明らかに西ウイグル時代に比定される5.語註 3v12も参照.

Recto

[misshg]

l s[

2 6tBgbitigddna吐kii喜savl

3 yan turupl ]'Yl ]mitsol

4 tutusuptutung(?)[ ]bila(?)qutluyl

5 bolt'I'm(...)[ ]alt'h tip6仙nBl

6 bolurl ]bdk也n(.)[

7 qraba主.t6rtql ]el'-tar(.)【

8 ud(...)[ ]birlaqrabaH

9 taH ]borluq(.)[

10 yir･真也ikti'W(.)(.)ikil

[missing]

[前 映]

1

2 言上の書簡で,いかほど多くの報せを--------

3 返 して,-･-･-ミツオ･-------･---･-･･･

4 委任 して,都統･-･とともにク トルグ--･-----･

5 私は--となった.･---･私は取った,と言上---

6 である.

7 奴隷,4人の--たち----------･----･

8 牛-･--･とともに奴隷-------･--･･-･--

9 外-------･-∴･ブ ドウ園--- - ･-- --

10 田地,水渠,･-･2･--･------I------･

[後 鉄]

3rl:ウイグル語書簡 ･行政文書の定型的書式では,発信者 (差出人)の地位が受信者 (宛先)

より上位にある場合,冒頭に発信者名を記し,続く 1- 3行の行頭を下げて宛先を記す.逆の

場合は,冒頭に受信者を記 し,やはり続く数行の行頭を下げて発信者名が記される.次行の ｢言

上の書簡｣という表現からみて,行頭の下がる本処には発信者名が記されていたに相違ない.

また行頭を下げる行数に鑑みて,冒頭鉄落部分は3-5行程度と推定できる.

5Israpil[1999b,p.356]が本文書の年代を ｢公元 13-14世紀｣とする点には従えない｡
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3r2,6tGgbitigdan益由k由葺sav: bitigda｢書簡にて｣,n畠｢何,いかほど｣は,残画だけでなく

他のウイグル語書簡の用例からもほぼ確実に補 うことができる:7am t'l-6ttigbitigdana也kti主k6ngBl

aytutap喜∬[uptaginurbiz]｢今,言上の書簡でいかほど多くのお伺いをいたし[ましょう]｣(K7713

-黄文弼 1954,図84);3bitigdanankti主sav-1ldal･1･m ｢書簡にていかほど多くの報せを送 りましょ

う｣(サンク トペテルブルク所蔵 SIKrIV597,未発表).さらに6tBgbitig｢言上の書簡｣とい

う表現は PelliotChinois2961(-MOTH 10)にも在証される.なお Isr叩ilが SUK に依拠して

6tBg｢言上,上奏｣を 6dig｢記録,記録簿 ;記念,題記｣と同義語とみなすのは,訂正すべき

[MOTH,pp.91,168;cf.OTWF,pp.199,443-444;森安 1991,p.83;松井 2004,p,47].

3r3,mitso: Chin.明蔵を音写した人名.Israpilは研究発表時点 [Israpil1999a;Isr叩il1999b]

では不明としていたが,後にウイグル語訳 『慈恩伝』のUig.mitsoghsi<Chin.明蔵禅師という

対訳例から正 しく改めた6.

3r4,tutu亨uP:<V.tutus-～tutuZ-｢命ずる;依頼する,委任する;譲渡する｣〔ED,pp.462-463].

Verso:

1 [

2 [

3 [

4 [

5 [

6 [

7 [

](.)yang'l'qabizEasymngB-ka

](.)a□h l](..)[ ]lqyoq

]主ali-taonunel ]Pl](..)eaq

](.)tangTl ](.)[ ]S6zla主tmz

]MYZbul ]b8Z-taon

](.)b6zl](.) birimal'h

]i差ktiel](..)日[ ]tavar

8 [ ]yl'1'S6Z(?)[

9 [ ](･)ta主m畠ngqyalnguz也nip(?)

10 [ ](.)Ql也主6gtl

ll l ]ikigti(..)[

12 [ ]busavdatanuqsavigeig菖i(?)

13 [ ] bitidim

]tavar

1 □年□月初旬の□日に.私たちタシュ=メンギュに

2 ･-･----･----･他に [--が]ない

3 [ために]----シェリから,第10-----日

4 --日タングの----私たちは談合した,

5 ---この･-･棉布のうち,10--

6 --棉布-- -- [租]税

6 筆者が Israpil氏から頂戴した別刷では補訂されていることを付言する.なお,その際に Israpilが引用

する Tezcan [1975,pp.39,100,158]の転写 mintsosll'ns'l'は訂正を要する.Chin.明 >Uig.MY-miに
ついては,庄垣内 2003,p.135.
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7 -- [賦]役,･-･--財物

8 ･--･･------･財物

9 --タシュ=[メン]ギュが単独で出して(?)

10 ----部分を･-----･

11 --2人------

12 -- [この件]における立会人,セヴィグ刺史

13 -- 私が (本証文を)書いた,

3vl,ta葺mngii: いずれも頻出する人名要素.ta主の字形は第 9行と比較できる.

3V2,yoq: Israpilは yuz｢百,100｣としたが,確実に訂正できる.契約文書全体の文脈から

すれば,本処には契約の動機 として ｢(金銭 ･通貨)が必要となったが,他に調達するところが

ないため｣というような内容が記されていたと推測できる.

3V3,葺ali: Israpilは (S)lig としたが訂正する.漢語 ｢闇梨｣から借用された,頻出する仏教

的称号 ･人名要素 [松井 2004b,p.44および引用文献参照].

3v4,tang: 頻出する重量単位 [森安 1991,pp.48,91-92].

3V4,S62:は葺tmz:｢私たちは談合した (<V.sbzlaりJ.その他のウイグル売買契の用例 と比較す

ると,本処は売主 ･買主間で物件 (不動産 ･人身)の価格を相談 ･決定する文脈と推定される

[山田 1963,pp.40-41].

3V6-7･. birim は欠損 しているが,後続する al血 と熟した ｢租税｣が契約文書に頻出するこ

とから補 う.第 7行の [i主]kBe｢賦役｣も同様である [Matsui2005,pp.69-72].この birim の

直前の,文字のようにみえるものは,オモテ面の文字の裏写 りであり,実際には文字が書かれ

ていない.本処の前後は,おそらくは売買物件にかかる税役負担を分担 (ないし忌避)する文

脈と推測される (e.g.SUKSaO520~21,sao621~22,Mi2012~15).

3v7,8,tavar: Israpilも ｢貨物｣と訳すように,本処では一般的な ｢財物｣をさすものであ

ろう.第 6-7行の文脈からは税役にも関係 していると思われる.

3vl2,busavdatanuq: ｢この件における立会人｣.このように推補して正しければ,やはり西

ウイグル時代に比定する論拠となり得る [森安 2004,p.9].

(4)60TSOOl･.4(D16043)- Israpil1999b,文書B ;Israpi12001,No.79(4-32)

[文書内容]棉布 (b6Z)消費貸借契.

[備考]新彊維吾爾自治区博物館所蔵.1959年にセンギム=アギズ (sangim-Aghiz,勝金口)

付近の仏教寺院比から出土したもの [Israpil1999b,p.356].

18.0Ⅹll.5cm,左端 ･下端完,2枚を貼 り合わせて厚手にした紙.書体は半槽書体～半草書

体であり,モンゴル時代以前-西ウイグル時代に比例できる7.

7Israpilも ｢不晩干公元 13世紀｣とする [Israpil1999b,p.357].
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1 [

2 【

3 [

4 [

]-qamangatoy'hqul'1.

]-qab6zkrgak

]tmzqoeo-qa

]tngineaPl ]yo†lu†

5 b6Z[ ]WRbiz(.)[ ](.)LY(I)[ ]yitine

6 [ ]biray-tal ](.)[

[missing]

1 [□年口月⊂l目]に.私に (即ち) トイン=クリ

2 ･--･---･-･･--･---に棉布が必要と

3 --･---･-･-･私たちは--した.高昌に

4 --日--･-･---等しい--･-･布地用

5 [棉布]-･･--私たちは･-･する.--第七

6 ---･----i1ケ月に

[後 映]

4V3,日tmz: -t-の残画が確認でき,動詞過去形語尾と判明する.

4V4,yoYluY: Israpilは人名とみなしたが,訂正する.すでに棉布 (b6Z)の品質 ･規格に示す

在証例が確認されており,Raschmannはキルギス語 xooJIyK と関連させて ｢布地用｣と解釈し

ている [Rasclm ann1995,p.58].直前の映落部にはこの ｢布地用棉布 G,o†lu†bbz)｣の数量が記

されていたのであろう.

4V6,biray-ta: 位格語尾 Itaを補って ｢1ケ月に,月ごとに｣と解し,借用した棉布の利息

支払に関わる文脈 [山田 1965,p.119]を想定することができる.同様の文脈の在証例は以下の

通り:① SUKLoO9:3biray-tabira'r4baq.n･ktim也蓋as-1'Y'l'birlak6nibirQr-man｢1ケ月に 1銭ずつの銀

とい う利息とともに正 しく私は返済する｣;② TIIB67:4biray-tabirarbaq-frktim也主k6ni

5birir-man｢1ケ月に 1銭ずつの銀を正しく私は返済する｣8;③ sIKrIV638‥108toquz-taikiygrm i

109st'h･ktim血生biray-ta也earbaq'ir-110qaas'l'Y-qaalt'1.mZ｢トクズから,12両の銀を 1ケ月に3銭という

利息で借用した｣[ctclauson1971,pp.187-188;梅村 1987,p.46].

2.既発表文書の所蔵番号

これまで,ウイグル文書に関する中国側研究者の論考では,当該文書を所蔵する機関におけ

る所蔵番号 ･整理番号が提示されていないことが多かった.特に新彊所在文書にはその傾向が

強く,梅村の目録化作業の時点においても整理番号が与えられていないものが多数あった

8この銀貸借契は,ベルリン旧蔵ながら現在は所在不明となっている｡0.F.Se此aya,EskiUygur
TBrk9eSindekaralamalar/m屯sveddeler(Paperpresentedatthe42thMeetingofPermanentInternationalAltaic
Congress,1999).
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[Umemura1990a,p.176;梅村 1990b,pp.32-33].その うち,前節の文書 (3)以外に,さらに2

点の新彊維吾爾自治区博物館所蔵文書について所蔵番号を知 り得たので,将来の調査を希望す

る諸方の便宜のために提示 しておく.

69TG:1(D16051):某虎年 8月 13日付,ヴァプカ都統 (Ⅶpqa一肌 ng)･ク トルグ-アルスラン

(Qutlu†-Arslan)が受領 した銅銭の領収証.まず Israpil[1995]により写真 とテキス ト校訂が発

表 され,のち森安 [1998]により再校訂 された.所蔵番号の ｢69｣は 1969年発現,｢TG｣は

Tuぬn-Gaochangすなわち高昌故城から発現 したことを示す [cHsrapil1995,p.9].

53TG:0017(D6411):龍年 (1280AD)9月 9日付,奴隷売買契.いわゆるピン トウング (pi血 ng

<chin.斌通)関係文書の 1件で,SUKMi27により旧来の研究を総括 した校訂 と写真複製が提

示 されている.SUKの写真複製では文書裏面の右上部分に ｢Lll.19.17｣と書かれた紙片が添付

されているが,筆者の調査時点では,その紙片の左側にさらにこの所蔵番号が添付されていた.

すでに 1953年の冬に西北文物考察隊により獲得されたことが知られてお り [濁家昇 1960,p.

32],所蔵番号はこれを裏付けるとともに,出土地点が高昌故城であったことを示す.

しかし,吐魯番地区博物館所蔵資料で,これまでに公刊 されていながら所蔵番号が明示され

ていない文書,例えば ｢草料供出命令文書｣ [軟世民 1980;梅村 1981;Kurban1984]や ｢仏

教尊像受領命令文書｣[多魯坤 ･梅村 ･森安 1990]については,既公刊の写真を係員に提示し,

相当時間を費や して検索を試みたものの,残念ながら原文書を確認 ･調査することができなか

った.公刊時点から現在に至るまでに博物館が移転 したことや,また古ウイグル語に通暁する

職員の不在なども,資料の所在確認を困難にさせている.今後,現地機関 ･研究者 とも交流を

重ねつつ,悉皆調査の機会を設けたい.
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